
 

 

教育職員免許法施行細則の一部を改正する規則案について 

 

高校教育課 

 

１ 改正の理由 

  教育職員免許法施行規則等の一部改正に伴い、同法別表第８の単位修得の

方法について規定する。 

 

２ 改正の内容  

教育職員免許法別表第８の規定により免許状の授与を受ける者で、同法施

行規則第18条の２の表備考第４号の規定を受けるものの教職経験に応じて必

要となる最低修得単位数の内訳を規定する。 

 

３ 施行期日 

  平成29年４月１日 

  

 



 



 



     





 

   


